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は じ め に

農業協同組合法(以 下農協法 と略称する。また特に断わ らずに条文を引用す

るときは,同 法 を指すものとする)41条1項 は,「 組合は,参 事および会計主

任 を選任 し,そ の主たる事務所又は従たる事務所において,そ の業務を行わせ

ることができる」と定め,そ の選任および解任は理事会の決議によりこれを決

することとし(同 条2項),同 条3項 において,商 法上の支配人の規定である

商法38条1項3項 お よび39条 ないし42条 ならびに商業登記法51条 ない し53条の

規定を準用 している。 また,42条 においては,参 事を含め,組 合の行 う事業 と

実質的に競争関係にある事業を営み,ま たはこれに従事する者は,当 該組合の

理事,経 営管理委員,監 事,参 事 または会計主任になってはならない として,

役職員の競業禁止を定めている1)。

1)な お,平 成4年 法56号 以 前 は,41条 は42条,42条 は42条 の2で あ った。 ち なみ に

農 協法 は他 の法 律 を準用 す る条 文が 多い こと もあ り,頻 繁 に改正 され てい る。そ

の うち,参 事 に関 す る条 文 の変遷 をた どれ ば,原 始農協 法(昭 和22年11月19日 法

132号)に お い て は現 行41条 に該 当す る条文 が42条 に あ り,現 行42条 に該 当す る

条 文 はな か った。 そ して42条3項 は商業登 記法51条 ない し53条 で はな く,非 訟事

件 手続 法172条 な い し174条 を準用 してい た。 その 後農協 法 改正法(昭 和24年 法72

号)に よ り現行42条 に該 当 す る42条 の2が 追加 され た。た だ しこの段 階 で は,現

行42条 の括 弧書,す な わ ち 「当該組 合 の組 合員 の営 み,又 は従事 す る農業 を除 く」

の文言 は なか った。 以 降,商 業登 記 法の 施行 に伴 う関係 法令 の整 理 等 に関す る法

律(昭 和38年 法126号)に よ り前述 の 通 り現行41条3項 に該 当 す る42条3項 の準

用 す る法 条 に変更 が あ り,農 協 法改正 法(平 成4年 法56号)に よ り旧42条2項 の
「理事 の過 半数 」 が 「理 事 会の 決議 」 に改 め られ ,さ らに旧42条 が41条 に,旧42
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このような規定か らも明らかなように,農 業協同組合(以 下農協 と略称する)

参事は商法にいわゆる支配人に類する地位 ・職責であることが伺える。この参

事に関する数少ない判例の研究を中心に,農 協法が準用する商法上の支配人に

関する解釈をも検討 し,双 方の比較 を通 して農協法における参事の在 り方につ

いて考察するのが本稿の 目的である2)。

一 参 事 と は

周知のことではあるが,ま ず初めに参事の定義について述べたい。参事(お

よび会計主任)3)と は,商 法上の支配人の規定を準用 していることか らも明 ら

かなように,組 合の使用人であ り,組 合 と雇用(雇 傭)関 係ない し委任関係に

あるものである。 この点商法上の支配人と営業主 との場合は雇用関係を必要 と

する説 と委任関係で もよい とす る説があるが4),農 協参事については,雇 用関

条の2が42条 に繰 り上 げ られ た。 そ して農業 経営 基盤 の 強化 のた めの 関係法 令 の

整備 に 関す る法律(平 成5年 法70号)に よ り前述 の ように現行42条 の括 弧書 が 追

加 され た。

2)商 法 の支 配 人 に関す る研究 はすで に数 多 くあ り,こ こで はそ れ らを も とに,農 協

参事 の検 討 に必要 な範 囲 での み触 れ るにす ぎない。

3)条 文 上,参 事 と会計主 任 は並列 して規 定 されて い るが,類 似す る点 が 多 く,本 稿

で は会計 主任 に 関 しては 省略す る。

4)商 法 上 の支配 人 にお いて は,営 業 主 との 問には雇 用契 約 が必要 で あ る との説 が 通

説的 見解 で ある一 方 で,雇 用 契約 で はな く委任 契約 で もよい との説 が 有力 であ る

(鴻常 夫 『商法 総 則』(弘 文 堂,新 訂5版,1999年)163～164頁,石 井=鴻 『商

法 総 則(商 法1)』(勤 草 書房,3版,1978年)89～90頁 参 照)。通 説的 見解 か らは,

この ような説 に対 しては商 業使 用 人 と代 理商 との区 別が曖 昧 にな る と批 判 され る

が,形 態 と して代 理 商 は 「代 理 店」 「特 約店 」 な どの 名称 で,本 人 と は別個 に行

動す る独 立 の商 人で あ り(商 法46条 ・502条11号 参照),商 業使 用 人 はあ くまで 本

人の 一部 と して行 動す る とい う差異 が厳 然 としてあ り,雇 用契 約 の有無 の みが 区

別の メル クマ ー ルで はな い。 そ して,一 般 的に商 人が 自己の親 族や 友 人 を雇 用 関

係 な く商 業使 用 人 と して 用い る こ とが あ り,こ れ らを商業 使用 人 として認 め るた

め に も,雇 用 関係 にない者 で も,代 理権 を与 え られ,営 業 主 の営業 を補 佐す る者

につ い て は商業 使 用 人 と認 め るべ きで あ る(竹 田省 『商 法総 則 ・商 行為 法』(新

青 出 版,合 冊復 刻版,1997年)商 法総 則編214～215頁 参 照)。この点 通説 的 見解 は,

これ らは商業 使用 人 に関す る規 定 を類推 適用 す る こ とで足 る と解 して い る(大 隅

健 一 郎 『商 法 総 則(新 版)』(有 斐 閣,1978年)139頁,上 柳=北 沢=鴻 『新 版
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係につき民法の適用を妨げない旨規定 した商法45条 を準用 していないので,条

文上 も雇用契約にこだわる必要がない5)。そ して代理商とは異なって独立 した

補助機関ではな く,ま た組合の機関として組織の一部をなすもので もない。そ

の一方で,組 合の他の使用人(主 事など)と も異 なり,事 業に関する包括的代

理権 を有する6)。 また,前 述のようにその選任 ・解任は理事会の決議事項であ

商 法 総則 ・商行 為法』(有 斐 閣,1998年)98頁,弥 永 真生 『リー ガ ルマ イ ン ド商

法 総則 ・商 行為 法』(有 斐 閣,補 訂版,2001年)84頁 な ど参照)。 ただ し現行 の枠

組 み の中 で,雇 用 関係 のな い支配 人 とい う ものは,使 用 人兼務 取締 役 と して,取

締 役 に準 じる よ うなケ ース しか存 しない と思 われ るの で(な お森本 滋編 『商法総

則 講義』(成 文堂,第2版,1999年)91頁 注(5)参照),実 のあ る議i論で は ない。

5)む ろ ん,商 法45条 は民法 の適用 を妨 げな い旨定 め てい るのみ で あ り,同 条 を もっ

て 雇用 関係 を要 す る根拠 と して いる論稿 は見 当た らな いが,ほ ぼ包 括 的 に支 配 人

の 規定 を準 用す る農 協法 が,あ えて同 条 を準用 しなか ったの は なぜ で あ ろ うか。

この点,農 協法 に関 す る諸 文献 で は,雇 用 関係 にある こ とが前 提 であ るか の よ う

に端 的 に 「雇用 関係 にあ る」な どの記述 が あ るのみで あ る(例 えば,本 山悌吉 『特

別 法 コ ン メ ンター ル農業 協 同 組合 法』(ng-一 法規,増 補 版,1983年)217頁)。 し

か しなが ら,会 社 以 上 に人的 関係 が密 で ある と考 え られ る農協 におい て は,本 文

で述 べ た よ うに,参 事 につい て は雇用 関係 に 限 らず 委任 な ど他 の契 約 関係 に基づ

くもの も比 較的 多 くみ られ るので は ないで あ ろ うか 。

6)村 橋 時郎 『協 同組 合 法論』(千 倉書 房,1953年)200～201頁 。

なお 商法 上の 支配 人 につい て も,こ の よ うに包 括 的代理 権 の有無 を支 配 人の メ

ル クマ ー ル にす るの が通 説 的 見解 で あ る(竹 田 ・前掲 書(注4)214頁,鴻 ・前

掲書(注4)164頁,小 橋 一郎 『商 法総 則』(成 文堂,1985年)185～186頁,近 藤

光男 『商法総 則 ・商 行為法 』(有 斐 閣,第3版,1999年)93～94頁 な ど多数)。 他

方,有 力説 は(大 隅 ・前 掲書(注4)142～143頁,服 部 栄三 『商法 総則』(青 林

書 院,3版,1983年)280頁,森 本 ・前掲 書(注4)92頁 以下,弥 永 ・前掲 書(注

4)85頁 以 下 な ど),支 配 人 とは営業 主 が本 店 または 支店 の営 業 の主任 者 と して

選任 した商 業使 用人 であ る と解 してい る。 この 説の利 点 は,代 理権 の有 無 とい う

外 見か らは判 断 が困 難 なメ ルクマ ー ルを用 い る ことな く支配 人の意 義 を導 いて い

るこ とであ り,通 説 に対 して も,取 引 の相 手方 が代理 権 の有 無や範 囲 を探 求 す る

こ とな く支 配人 であ る こ とを確 か め るのみ で安心 して取 引で きるよ うに しよ うと

す る支 配人 制度 の趣 旨が 没却 され るお それ があ る こ とな どを批 判 して い る。 しか

しなが ら商 業使用 人 は代理 権 を有 して い る点 に特 徴 があ り,そ の広 狭 に よって い

くつか の種類 に分 け られ てお り,そ の最 も広 い もの が支配 人 であ る。 しか も営業

の 主任 者た る名称 を与 え られ た者 は商法42条 に よって支配 人 の代理 権 が擬 制 され

る。 た だ し通説 で は,商 法38条3項 の置 か れて い る意味 は没却 され る。 一方,有

力 説 にお いて は,「 本 店 ま たは支 店」 の意義 を定 めな けれ ば な らな い点 につ い て

も困難 を伴 う。 した が っていず れ の説 も一 長一短 で は あるが,こ こで は通説 的見

解 に したが って お く。
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り,ま た競業避止義務を負う。参事 を置 くことが認められた趣旨としては,組

合事業が広範にわたり,か つ経営 に対する専門的知識 ・経験を必要 とすること

があるため,経 営上有能な人材を得て,事 業全般にその能力を発揮せ しめる機

会を与えることにある7)。

参事に関する問題 としては,そ の選任 ・解任,権 限,責 任に加え,表 見参事

の責任 に分けることができる。以下,こ れらにつ き,順 に検討 してい く。

二 参事の選任および解任

(1)参 事の選任は,理 事会の決議事項である(41条2項)。 その選任は,前 述

の雇傭契約ないし委任契約であるとともに,い わゆる支配権(Prokura)授

与契約 も含むと解 されている8)。支配権 とは,周 知の とお り,商 法上の支配

人の権限を指す用語であ り,営 業主に代わって営業主の営業に関する一切の

裁判上 または裁判外 の行為をなす権限をいう9)。農協の参事の場合は,「組

合に代 わって組合の事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為 をなす権

限」 ということになろうが,意 味としては同様の ものと考えてよい。

また,参 事の解任 も理事会の決議事項であ り,ま た組合員も総組合員(准

組合員を除く)の10分 の1以 上の同意を得て,解 任事由を記載 した書面を(代

7)村 橋 ・前掲 書(注6)201頁,農 林 省 農政課 編 『農 業協 同組 合法 の解 説』(日 本 経

済 新聞社,増 補 版,1948年)130頁,小 倉武 一==打 越顕 太郎 『農協 法 の成立 課 程』

(協同組 合経 営研 究所,1961年)245～246頁 参 照。

ところ で理事 に 関 しては,原 則 と して その定 数 を5人 以上 と し,そ の うち3分

の2以 上 は組 合 員で な けれ ば な らな い 旨定 め られ てい るが(30条2項10項),こ

の こ とは,農 民 相互 の 団体 としての性 格上 経営 も農民 た る組 合員 が行 うべ きであ

るが,一 定 の範 囲 で組合 員以 外 か ら も経営 に長 じた者 を選任 で きる道 を開い た も

の と言 え る。原 始農協 法 が 「4分 の3以 上 」組 合員 で なけ れば な らない と定 めて

い るの を3分 の2に 改 めた の も,ま た組合 員 のみ で構 成 され る経 営管 理委 員会 制

度 を導 入 したの も(30条 の2),こ れ を促 進 しよ うとの意 図 が込 め られて い る と

い える。 この点 に 関す る理事 と参 事 の関係 につ い て は本 文 にて後 述す る。

8)村 橋 ・前掲 書(注6)201頁 参 照。

9)鴻 ・前 掲書(注4)164頁 参 照。
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表)理 事に提出 し,解 任請求をなす ことがで きる(43条1項2項)。 これを

受けて,理 事会は,参 事の解任の可否を決 しなければならない(同 条3項)。

この場合,理 事は,解 任の可否を決する日か ら7日 前までに,当 該参事に,

解任請求の理由書を送付 し,か つ弁明の機会を与えなければならない(同 条

4項)。 いずれにせよ,解 任は,組 合 と参事 との契約関係 を解消することで

あるか ら,民 法上の解約手続に基づいて行われる範囲で,適 法である。

なお,参 事の選任 ・解任は,登 記事項であって,登 記をするまでは,善 意

の第三者に対抗することができない と考 えてよい。すなわち41条3項 は登記

に関する商法40条 を準用してお り,そ の結果,商 法12条 の規定 もおのず と農

協 に適用 されると解することができる。農協法2条 は,登 記前は 「第三者」

に対抗できない とあるのみで,第 三者の善悪を問題にしていないようである

が,取 引の安全を農協以上に考えるべ き会社 において悪意の第三者を保護 し

ないのに,農 協においては悪意の第三者 さえ保護するのは,均 衡 を失するの

ではなかろうか10)。

(2)参 事の選任 ・解任で問題 となるのは,参 事は一方で組合職員であることが

大半であり,そ の範囲で労働法の下にあるので,① 参事を解任 されるに際 し

て,非 違行為等の,職 員としての解雇事由をも必要 とするか,ま た②参事を

解任 された場合に,同 時に組合職員としての地位 も失 うか,と いう点である。

10)同 条 に よる と,登 記 すべ き事 項 は登 記 の後 で な けれ ば第三者 に対 抗 で きない 。 こ

こで は,単 に 「第 三者」 とな ってお り,第 三 者の 主観 的要素 は 問題 にな らな いか

の ようで あ るが,悪 意 の第三 者 まで保 護 され るの は行 き過 ぎで は なか ろ うか。 む

ろん,農 協 の特 殊性 を考 え,ま た文 言上 商法 の登 記 に関す る12条 と異 な り農協 法

2条 が 善意 悪意 を問題 に しない規 定 となって い る ことか ら,登 記 が なけ れば 一切

の第三 者 に対抗 で きない と考 える こ ともで き よう(大 塚 喜一 郎 『判例協 同組 合法 』

(商事 法務研 究 会,1981年)470頁,上 柳 克郎 『協 同組 合法』(有 斐 閣,復 刻版,

1994年)51頁)。 登 記 の励 行 の た め には この よう な解 釈 が(商 法 上 も)妥 当 とも

いい う るが,登 記 につ いて は74条 に規定 され る と ころであ り,商 業登 記法 に準 拠

して行 わ れ る もの とされて い るこ とか ら も(阿 部四郎 『新 訂農協 法 と会社 法』(家

の光 協 会,2001年)33頁 参 照。 もっ とも,設 立登 記 に関 して の記述 で あ る),こ

こで は 商 法 の登 記 に 関す る 規 定が 準用 な い し類 推 適 用 され る もの と解 して よい

(同旨 ・村 橋 ・前掲 書(注6)136頁)。
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この点につき,参 考になると思われる判例(岡 山地判昭和59年12月26日 労

働関係民事裁判例集35巻6号697頁)に 検討を加 えてみたい。

事実の概要はおおよそ以下のとお りである。原告(反 訴被告)Xは,被 告

(反訴原告)Y農 業協同組合(以 下Y組 合)の 参事 として,昭 和49年5月13

日付理事会における決議によって選任され,以 後組合長を補佐 し,そ の業務

に従事 していた。なおXは,そ れ以前にY組 合の監事および専務理事を各3

年間勤めていた。 これに対 して,被 告Y1は,昭 和50年5月 以来,理 事の互

選 によ り組合長に就任 して組合の業務を統括 していたが,X・Y1問 に感情

的なもつれが生じたり,Xが 参事就任中に契約上疑義が生 じたり,組 合の剰

余金処分案で,Xが 総代会の決定に反 した処分をなした りしたため,組 合内

部で次第に問題となっていった。

この剰余金処分の問題や,ま たXが 自分に反抗するかのような態度を示 し

たことを勘案 して,Yユ はXを 解任するほかない と考え,同 年9月20日 に再

び理事会 を開き,Y1は 議長 として他の解任請求理由も加えて説明 し,Xを

参事 として信任できず,こ のままで組合長 としての職務を続 けることはで き

ないとして,参 事解任の同意を強 く求め,こ れにY2理 事 らが同調 した,解

任賛成8名,反 対6名 で参事解任の動議を可決し,翌 日,Y組 合か らXに 対

し,参 事解任 ・職員解雇の辞令を交付 した。

またXが,専 務理事時代に,昭 和48年12月18日 付で 「不動産斡旋に対する

謝礼」名 目でY組 合か ら現金28万 円を受け取ってお り,し かもその支出決定

が,Y組 合定款では総代会の決議を要することとなっているのに,そ れがな

されていないこと,ま た,解 任告知の後,組 合員の10分 の1の 同意を得て解

任請求 をするため,Xの 不行跡を記載 した参事解任 申立書を示 して組合員の

署名を集め,こ こにおいても,Xの 解任決議を行ったことが認定されている

(昭和54年1月31日 付でXに 通知)。

このような事実のもとで,①Xか らY組 合に対 して,解 雇 されず,定 年退

職であれば給料が支給される期間の昭和52年10月 か ら昭和55年12月 までの給

料お よび利子の支払請求,②Y組 合からXに 対 して,損 害賠償請求(予 備的
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に不当利得返還請求)と して,現 金28万 円(昭 和48年12月18日 付のもの)お

よび利子の支払請求,③Xか らY組 合理事のY1～Y3に 対 して,名 誉段損に

基づ く慰謝料300万 円 と利子の支払請求が提起 された。

これに対 して,裁 判所 は以下のように述べて,① についてはこれを認めず,

② については請求を全面的に認め,③ については一部認容 した(な お,② と

③ については,本 節の問題に直接関係 しないので省略する)。

① について。「……農協法上の参事は農業協同組合 の使用人ではあるが,

商法上の支配人と同様に包括的かつ定型的な代理権を有 し,そ の選任及び終

任は登記事項とされるなど,組合において重要な地位 を占める役職であって,

農協法が特にその選任および解任 につ き規定を設けているのであるか ら,参

事の解任は農協法の規定に基づいてされるべ きものであって,参 事 という職

務上の地位の喪失事由は一般的な組合の職員たる地位,す なわち雇用関係の

終了事由とは当然に区別 されるべ きものである。(中 略)

したがって,Xが 主張するように参事 という職務上の地位を特定した雇用

関係 にあっては,参 事解任 と同時に就業規則所定の解雇事由の該当性 を侯た

ず して条理上当然に雇用関係 も終了させることがで きるものと解 されるのみ

ならず,仮 に就業規則の適用があるにせよ,参 事という地位を特定した雇用

契約である場合 には,参 事解任によって参事 より下位の職種に配置転換 をし

なければならない義務を組合が負 うものではないか ら,参 事解任は,解 雇事

由を定めた就業規則38条3号 の 「止むを得ない事業上の都合 により勤務を要

しない場合」に該当するものというべ く,仮 にそうでないとしても右事由に

準ず るものとして,解 雇するにつ き正当な事由があるというべ きである。」

Xが 本件参事解任を権利濫用であると主張す る点については,「そ うする

と,Xが 参事を解任された理由は,直 接の上司たる組合長 との意見,感 情の

対立が生 じ,容易に修復で きないような状況に立ち至 っていたことか ら,……

他の理事 も組合長の意見に従いXを 参事 として信任で きないと判断したこと

にあると認められるので,組 合長が理事会においてXに ついて指摘 した個々

の事実がはたして真実であったか否かを判断す るまで もな く,Xの 解任 は前
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述 した参事の地位,性 格に照 らし組織運営上の都合による相当な理由による

ものであることができる。

したがって,Xの 権利濫用,信 義則違反の主張は採用できず,Xは 昭和52

年9月20日 の理事会において解任決議がされたことによりY組 合の参事たる

地位を失った ものということがで きる。」

「続いて,以 上のとお り,有 効にXの 参事解任がされた場合,Y組 合 との

雇用関係が終了するか否かにつき検討するに,… …一般的には参事を解任 さ

れたことによる雇用関係は当然に終了するものではないが,農 協法が参事と

いう制度を設けた趣 旨か らすると,参 事以外の一般的な職員の役職に就 くこ

との予定されていない,参 事 という職務上の地位 を特定 した雇用関係である

ような場合には,参 事解任は同時に雇用関係をも終了させ うる事由になると

いうべ きである。」

このように述べた後,XとY組 合 との関係 はまさに参事 という職務上の地

位 を特定 した雇用関係であると認定 し,解 任 の正当性 を認めた。また,Xは

Y組 合が解雇予告手続 を踏 まなかったことをもって解任の不 当性 を訴えた

が,裁 判所は,後 にY組 合がXに 対 して一 ヶ月分の給料を支払 う旨内容証明

郵便 を送付 し,ま た現金 をX宅 に持参 したのにその受領をXが 拒んだ事実を

もって,本 件解雇が即時解雇 としては効力 を生 じないが,Y組 合が即時解雇

にあ くまで固執する態度 を示 しているとまでは認め難いとして,解 雇告知 を

受けた日か ら30日 を経過 した 日に雇用関係は終了 したもの としている。

本件事例は,参 事選任 につ き若干特殊な事例 と考えられる。 というのも,

通常は会社における支配人のように,職 員が昇格 して参事となることが多い

のに,本 件では監事お よび理事の地位 を経た後 に参事 となっているからであ

る。それゆえ本判決全体 を一般化することはできないが,た だ一点述べ るなら,

参事 としての地位は職員としてのそれではあるが,し かし職員の地位 と参事

としての地位は区別されるべ き性質のものであるということは是認できる。

そもそも参事は,農 協の職員ではあるが,他 の一般の職員とは明確 に区別

されるべきものである。それは,支 配権 と呼ばれる包括的代理権を有 してい



農業協同紐合参事に関する ・考察 327

る点に顕著に現われる。そのような区別を前提 として,一 般の職員が参事を

兼ねる場合は,職 員としての雇用契約 とは別に,参 事 としての雇用契約ない

しは委任契約を結ぶことにな り,ま たは上記判決の述べるとお り参事 という

職を特定 した雇用契約というもの も成立しうる。参事が専門職である以上,

この ような理解が妥当であろう11)。

三 参事の権限

法文上特 に定められてはいないが,商 法上の支配人に準 じて,本 店または支

店における農協の事業に関する一切の裁判上裁判外の行為をなす権限を有する

ことに疑いはない。商法上の支配人については会社の定款記載の目的の範囲が

その権限の範囲を確定する指針 となるが,農 協参事については組合の定款のみ

ならず,農 協法に定められた制限規定(10条)も 参考となる。当然のことなが

ら,支 配人もしくは参事として登記されている事業所(本 店 または支店)に 属

する営業 または事業に,権 限の範囲は限定される。

ここで問題となるのは,手 形の振出権限が参事に属するか,と 言う点である。

この点についての判例は下級審も含めい くつかあるが,最 高裁判例(昭 和43年

10月31日 第1小 法廷判決判例時報541号72頁)を まず見ておきたい12)。

事実の概要としては,Y農 業協同組合(以 下Y)の 参事Aが,組 合長名義で

手形を振 り出す権限を与えられていないのに第三者の私利を図る目的で組合長

名義の本件約束手形 を振 り出したという事案である。本件手形の取得者X信 用

組合(以 下X)がYに 手形金支払を求めたのが本件であ り,第1審(名 古屋地

裁)でYは 敗訴 し,原 判決(名 古屋高裁昭和42年8月29日)がYの 控訴を棄却

したので上告した。

11)な お,支 配人 につ いて 同様 の点 が 問題 となった事 例 は私 の把 握 して い る限 りで は

存 しな い。

12)こ の点 に言 及 した 重要 判 例 と して東 京 高等 裁 判所 昭 和47年9月25日 判 決 が あ る

が,表 見参 事 に 関す る判例 で あ るので,当 該 項 目にお い て述 べ る。
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これに対する最高裁判決は以下のように述べ,上 告を棄却 した。

「本件手形振出の経緯について原審の確定 した事実関係のもとにおいては,

本件手形の振出行為が手形法上偽造でないとした原審の判断は,正 当である。

刑法の有価証券偽造,同 行使に関する規定は,手 形法の規定 とその立法趣 旨を

異にし,刑 法により偽造 とされる手形がすべて手形法上無効なもの と解するこ

とはできない。」

「約束手形の振出行為は,農 業協同組合が農業協同組合法10条 所定の事業を

行うため必要な行為であるから,右 組合の目的たる事業の範囲に属するものと

解するのを相当とす る。そして,農 業協同組合の参事は農業協同組合法42条3

項,商 法38条1項 によって,所 属農業協同組合の代理人として,そ の事業に関

す る裁判上および裁判外の一切の行為をなす権限を有するものであるから,当

然,約 束手形を振 り出す権限を有するものであって,そ の振出行為の動機が私

利 を図るに出たか否かは,右 権限の有無に関する判断を左右するものではな

い。」

農協の参事が,所 属組合を代理 して約束手形を振 り出す権限を有することは

前述の とお りであるが,「代理人が本人 を代理 して手形行為をなすに当っては,

代理名義を使用せず,直 接本人の記名捺印をす為ことも許されるのであって,

この場合 と代理名義 をしようした場合 とで,代 理権の範囲に差異 を認めるべき

合理的理由はない。 したがって,本 件において参事Aに 本件手形 を振 り出す権

限を認めた原審の判断は相当であって,原 判決には所論違法はない。」

手形を振 り出す ことは,原 因債務 とは別個に,手 形債務 という厳 しい債務を

負 うことにな り,そ こまでの権限を参事に認める必要はないと解することもで

きる。 しかしなが ら,と りわけ貸付業務や定期積金の受入業務(10条1項1号

2号(現2号3号)参 照),手 形の割引,債 務の保証(同 条2項(現6項)1

号3号 参照)な どの事業を行っている場合,そ れに伴 う手形決済はごく自然な

商慣習 として是認 されるものであ り,こ の点は営利を追求する商人ないし会社

と,中 間的法人である農協 とを区別する必然性はない。 したがって,手 形振出

は,組 合の事業に付随して行われるか ぎり,参 事の権限内の行為であると解す
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べ きで あ る。

このような原則を前提 として本件 を見ると,参 事Aは 第三者の利益を図る目

的で,組 合長名義で本件約束手形 を振 り出している。具体的に述べれば,部 外

者であるブローカー某に依頼された形跡 もあ り,そ の点をついて上告代理人は

偽造手形であって無効だと主張 している。 この点については,本 判決ないし原

審判決では,具 体的事情 については記載がないので明らかではないが偽造では

ないと判断 してお り,ま た偽造であった としても本判決がいうように,刑 法上

の偽造手形が即手形法上の無効手形であるとはいえないと解するのが,手 形取

得者保護,取 引安全の保護に資する解釈であろう。

原因関係 とは別個に,手 形の振出という手形行為 自体が参事の権限の範囲内

の行為であろうか。 さらに言えば,手 形行為 は,農 協の権利能力の範囲内の行

為であろうか13)。 この点については,非 営利法人 については手形の原因関係

をも含めてその範囲に含 まれるか否かを考えるべ きであるとする説と,手 形行

為 自体 を客観的抽象的に観察 して常に権利能力の範囲内に属するとする説が考

えられる14)。本判決は,後 者の説に立 ったとの見方 もあるが15),必 ず しもそ

う断言で きるものではない。文言上は,約 束手形の振出行為は,農 協法10条 所

13)大 隅=河 本 『注 釈 手形法 ・小 切 手法』(有 斐 閣,1977年)41頁 参 照。

14)大 審 院 昭和15年12月20日 判 決(新 聞4660号13頁)16頁 は,そ の判 決理 由 と して,
「… …民法 四三 条 カ カカ ル不 信行 為 ノ具 トナル カ如 キ コ トハ 極力 之 ヲ防止 セ サ ル

ヘ カラスサ レハ 同条 ノ規 定ハ 所 論 ノ如 ク厳 格 二狭 義二解 スヘ キニ非 ス行為 ノ性 質

上 一般 人 ヨリ見テ筍 モ法 人 ノ 目的 二関連 ア ル行為 ト認 メ ラル ルモ ノハ総 テ其 権利

能 力 ノ範 囲二属 ス ルモ ノ ト解 セ サ ルヘ カ ラス 而 シテ原 審 ノ認 定 シ タル処 ニ ヨ レハ

本 件手 形ハ 上告 組合 力組 合 員 ノ為 二被 上 告人 ヨリ漁業 用重油 ヲ買入 レ其代 金 支払

二付振 出サ レ タルモ ノ ト云 フニ ア リ行為 力通 常漁 業組 合 ノ 目的 二 関連 アルモ ノ ト

思 料 セ ラル ルハ勿論 ナ ル カ故 二 上告 組合 ノ権 利能力 ノ範囲 内 ニア ルモ ノ ト云 フ ノ

外 ナ ク… …」(旧 字 体 は現行 字体 に変 更 した 一 著者 注)と す る。 したが って,大

審 院 は 約 束手 形 の振 出が 組 合 の権 利 能力 の範 囲 内か 否 か を判 断 す る にあ た っ て

は,そ の原 因 関係 が一 般人 よ り見 て組 合 の 目的 の範囲 内 と考 え うるか否 か を基準

としてい る と思 われ る。最 高裁(昭 和33年9月12日 判 例 タ イムズ83号71頁)も,

ほぼ この考 え方 を踏 襲 してお り,原 因 関係 た る行為 が 法人 の 目的の範 囲外 で あ れ

ば,直 接 の相 手方 に対 しては手 形金 支払 い義 務が ない もの と した上 で,た だ原 因

関係 が 目的の 範囲 内か 否か は客 観的 に判 断す る必 要が あ り,か つ これ を もって足

る と解 して い る。 な お,判 例 時報541号72頁,判 例 タイ ムズ228号118頁 は,こ の
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定の事業を遂行するのに必要であるか ら,と のみ述べているだけであって,原

因関係をも含め,そ れが農協法に定める事業 に付随 している手形行為である限

りで権利能力の範囲内である,と の趣 旨ともとれる。なお最高裁は,後 に後説

に立ったことに異論はない。昭和44年4月3日 判決(民 集23巻4号737頁)16)は,

「法人の行為が当該法人の目的の範囲内に属するか どうかは,上 告組合のよう

に営利を目的としない法人にあっても,そ の行為が法人としての活動上必要な

行為であ りうるかどうかを客観的,抽 象的に観察 して判断すべ きものであるか

ら,法 人の した手形行為についてこれを決する場合においては,そ の原因関係

をも含めて判断すべ きものではなく,手 形行為自体を標準 として判断すべ きも

の と解するのが相当である」と述べている。 この理は中小企業協同組合法に基

づ く信用協同組合 のな した手形保証 についての最高裁判決昭和45年7月2日

(民集24巻7号731頁)で も採用 されている。確かに原因関係 とは切 り離 して,

手形行為自体を考慮すべ き場合 として手形貸付や手形保証は考えられうる。 し

か しこれらは手形行為自体が金銭取引を業 として行っているなど,組 合業務 と

して当然に含まれる事例であって,手 形行為 自体が組合業務 として認め られえ

ない組合 においては妥当しない議論であると解する。私見 としては,手 形行為

自体が組合業務 として認められうる場合 は格別,そ うでない場合は上述の通 り

手形振出は組合の事業に付随して行われる限 りで組合の権利能力の範囲内の行

為であり,そ れゆえ参事にもその権限があると考えるべ きであって,常 に手形

振出の権限があると解するのは,協 同組合の特殊性 を無視す る見解であると考

える。そしてこのように解 した上で,手 形という,券 面か らはその原因関係が

判然 としない証券にあっては,農 協法10条 および農協の定款 において定め られ

た事業に関連 して振 り出された手形ではないことを知る者に対しては無効を主

昭和33年 最 高裁判 決 を本 文後 者 の説 に立 った もの と解 してい るが,上 述 の通 り,

私見 と して は前者 の説 に立 ってい る もの と考 えてい る。

15)判 例 タイム ズ及 び判例 時 報 ・前 掲(注14)同 箇所 参照 。

16)本 判 決 の評釈 と して は,丸 山秀 平 「判批 」鴻 他編 『手形 小切 手判 例 百選』(有 斐 閣,

第5版,1997年)32頁 な ど多 数み られ る。
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張することができ,そ のことを知 らず,か つ知 らないことにつき重過失のない

者に対 しては無効 を主張することができない とすることによって対処すべきで

あると解する。このように解することによって,取 引の安全 と,農 協 という非

営利法人の保護 との均衡をとることができよう。

なお,上 記判決の最後の部分は,代 理人が本人を代理 して手形を振 り出す場

合は,代 理であることを明記すると,代 理人の名 を出さず直接本人名義でする

とを問わないことを明確にしたものである。この理は,大 審院時代か ら採用さ

れていると考えられ17),ま た最高裁昭和32年2月7日 判決(民 集11巻2号227

頁)は 農協の事例ではないが本判決 と同様 の見解に立っていると解 されてい

るユ8)。妥当な結論であろう。

四 参事の義務

参事の義務 としては,商 法41条 が準用 され,営 業主の許諾がなければ,営 業

を行い,自 己もしくは第三者のために営業主の営業の部類に属する取引をなし

又は会社の無限責任社員,取 締役 もしくは他の商人の使用人 となることがで き

ず(同 条1項),そ してこれに違反 して自己のために取引をした ときは営業主

はこれをもって自己のためにした ものとみなすことができる(2項)。 しか し

ながら,農 協法42条 によれば実質的に組合 と競争関係 にある事業(当 該組合の

17)大 審 院大正4年9月15日 判 決(民 録21輯1465頁)が 代 理 人で ある こ とを明記 す る

こ と も,直 接 本人 名義 で振 り出 す こ と も 「何 レモ代理 人 力本人 ヲ代 表 シテ為 シタ

ル振 出 トシテ其 効 力ハ 直接 二本 人 二帰 ス ルモ ノ ト為 ササ ルヘ カラ ス」(旧 字 体 は

現 行字 体 に した 一 著者 注)と し(同 旨 ・大 判大 正4年10月30日 民 録21輯1799頁),

ただ後 者 の方 法 を とるた めに は直接 本 人名義 で署 名す る権 限が 与 え られ て いな け

れば な らない とす る一 方で,支 配人 な ど本人 の営 業 に関す る 一切 の 行為 を なす権

限 を有 す る者 は,右 の権 限 を有 す る もの と解 してい る(大 判大 正9年4月27日 民

録26輯606頁,同 昭和8年5月16日 民 集12巻1164頁)。

18)金 融 法務 事情534号30頁 参 照。 下 級審 にお いて は,こ の最 高裁 判決 を踏襲 した と

思 わ れ るが,農 協 の参事 が 手形 を振 り出す にあ た り,代 理 人 と して の 自己の 氏名

を用 い ないで 直接組 合 長名 義 を用 いた と して も,代 理 行為 と して適 法で あ る と認

めた事 例が あ る(浦 和 地判 昭和33年10月13日 金融 法務事 情192号4頁)。
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組合員が営むかまたは従事する農業を除 く)を 営む者が,理 事,監 事などと並

び参事になることをも禁止 してお り,か つ営業主の許諾などの条件を付 してい

ないので,許 諾をもって しても競業が許 されるわけではないものと解されてい

る19)。同様に,競 業避止義務違反の行為に対する理事会による介入権の行使 も,

農協法上は認められていない と解 される20)。このような解釈 が正当であると

すれば,農 協法41条3項 が,商 法41条 を準用 した意義は どこにあるのであろう

か。実務においていかように対処 されているのか窺い知れないが,お そらく上

記の解釈を通説としていると思われる。そうであるならば,立 法論としては農

協法41条3項 による商法41条 の準用は廃止すべきではなかろうか。そうでない

ならば,農 協法42条 は参事などへの就任の資格制限であ り,41条3項 の準用す

る商法41条 は参事へ就任 した後に課される義務であると解するのが素直であろ

う。ただそう解 した場合,就 任前に競業取引をしていれば参事になれないのに,

就任すれば競業取引をしうることになるという不均衡を生 じる。 これを回避す

る解釈が明 らかにされる必要があろうが21),現 行の解釈 を是 とするのであれ

ば農協法41条3項 による商法41条 の準用は廃止すべ きと考える。

なお,以 上のような競業避止義務 とは別に,職 務専念義務がある(農 協法42

条)。 組合の参事 は委任契約 の可能性 もあるが,通 常 は組合 に雇用されている

者であり,雇 用契約 に基づ く義務であると解 しうる22)。

19)大 塚 喜一 郎 『協 同組合 法 の研 究』(有 斐 閣,増 訂 版,1968年)268頁 。

20)大 塚 ・前 掲書(注19)同 箇 所 参照 。

21)例 えば,就 任 前 に競業 取 引 に該 当す る行為 を して いる よ うな場 合 は,就 任 によ っ

て さ らに 自己の ため に競業 取 引 を拡 大 させ る こ とが 容易 であ るか ら就任 で きない

もの と し,就 任後 に競 業取 引 を しよう とす る な らば,農 協 の性 格 上,当 該 組合 と

の(長 年 の)関 係 を断 って まで個 人 であ る参事 と取 引 をす る可能性 は低 く,ま た

介入 権 を行使 す る こ とで組 合 が損 害 を被 るこ とは免 れ うる し,問 題の 生 じか ねな

い競 業取 引 につ いて は許諾 を与 えな けれ ば よいので競 業取 引 をす る こ とも一応 可

能 であ る,と い った解 釈 は ど うで あ ろ うか 。

22)通 常 はこの よ うに解 して 問題 は ないが,雇 用 関係 の な い参 事 とい うものが あ り得

る として も,農 協 法42条 は任 意法 規で は あ り得 ず,や は り職 務専念 義 務が あ る。

この場 合,そ の義 務 の根拠 は法 定責 任 な い し政 策責任 と も考 え うるが,私 見 と し

て は どの ような契 約形 態 であ れ,参 事 とい う地位 に就 任す るこ とか ら当然 に生 じ

る約 定 の責任 で あ る と解す る。
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五 表 見 参 事

(1)参 事 としての登記をしていないが,事 実上参事に準 じるもの として行動 し

ている者の した行為を,組 合の行為 として責任 を問うことがで きるか。まず

最初に判例(東 京高判昭和47年9月25日 高民集25巻4号372頁)を 見ておこう。

認定された事実の概要は以下のとお りである。訴外Aは,C木 材会社(以

下C会 社)と の取引において債務支払のため額面250万 円の約束手形を振 り

出 した。なお,Aは 被告 ・被控訴人Y農 業協同組合(以 下Y組 合)の 准組合

員である。

訴外Bは,昭 和25年 以来Y組 合に勤務 し,昭 和27年 頃から前任者の後を継

いで事務補助者 となり,改 めて辞令交付等はなかったものの組合長をはじめ

として組合内部においても,ま た対外的にも参事の名をもって遇 され,名 刺

等に参事の肩書を付す ことを黙認 されていた。ただし,そ の旨の登記がなさ

れていたわけではなく,ま た組合の事務執行 につ き包括的代理権 を与えられ

ていたこともなかった。 またその事務の執行 も30万 円以下の少額の預金の引

き出し,定 型的な窓口事務等特に許されたものを除き組合事務の大部分こと

に手形振出などは事前 または事後に組合長の承認を求めるのを常 とした。

Aの 父親は,Bに 上記約束手形に対する組合名義での保証(保 証のための

裏書)を 依頼 し,Bは そのような裏書は組合長の承認 を求めてもかねて組合

の目的外の行為と聞かされていたので,そ の承認を得 られないことを知 りな

が らも,Aの 営業上の困難を打開するためやむを得ないと考え,平 素組合長

から保管を委ね られていたY組 合長名義のゴム印および職印を用いて前記裏

書 をした。

このような情況下で,破 産 したC会 社の破産管財人(以 下Xと する)か ら,

Y組 合に対 して上記約束手形にかかる250万 円および年6分 の利息の支払 を

求める裁判が提起 された。Xは,原 審で敗訴 したため,控 訴。

判決は,以 下の ように述べる。「……訴外Bは,前 記の とお り参事 と称 さ

れていたとはいえ,そ の旨の登記がなされていたわけでなくまた組合の事務
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執行につ き包括的代理権 を与えられていたこともなかった。またその事務の

執行 も30万 円以下の少額の預金の引き出 し,定 型的な窓ロ事務等特に許され

たものを除 き組合の事務の大部分殊 に手形振出などは事前 または事後 に組合

長の承認を求めるのを常 とした。 しかし,こ れら事務遂行上の制限は対外的

には明示されて居 らず同人の勤務が20年 近い長期 にわたるものであり,そ の

間不在勝の組合長理事を補佐 して同組合の事務を(人 事関係 は除 き)一 切総

括 してお り,対 外的にも参事 を称 していたのであるか ら部外者は一般に右の

ような権限上の制限を知るべ くもなかった。

以上によれば,訴 外Bの 右裏書行為はY組 合の正規な参事 としての行為で

あるとも,同 組合から正当に授権されたものであるともいえないが,他 面同

訴外人はいわゆる表見上の参事 というべ きであり,農 業協同組合法第42条,

商法第38条 および第42条 によって商人の支配人 と同様の権限を持つものとみ

なされるべ きであるから,Y組 合はその抗弁する特段の事情がないか ぎり,

右裏書を受けた破産会社C会 社に対 し裏書人としての義務を負わなければな

らない理である。」

そのうえで,被 控訴人Y組 合の,① 右手形裏書の原因行為である保証は農

業協同組合法所定の事業 目的に反すること,お よび②C会 社が,Bが 本件手

形裏書をするに当たって正規な参事で もなく,そ の裏書についてY組 合の代

表権ある者から正当に授権 されてもいなかったことを知 り,ま たはその知 ら

なかったことに重大な過失がある旨の抗弁を,以 下の理由で退けている。す

なわち① についてはAがY組 合の准組合員であることから,Y組 合が定款で

組合の行うべ き事業 として組合員の事業または生活に必要な資金の貸付 を挙

げてお り,直 接資金を貸 し付 けるよ りも金銭的負担も少な くかつ危険も間接

的である債務保証はこの 目的に含まれると解すべ きこと,ま た,裏 書行為は

手形行為であってこれは組合員に対する金融,貯 金 ・定期積金の受入等諸種

の事業に付帯するものであること,② についてはそのような主張を裏付ける

証拠がないこと,で ある。

この判決に若干評価 を加えるなら,参 事に関 しては商法上の表見支配人に
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関する規定を準用 していることか らも,表 見支配人と同様に,形 式的要件 と

しての登記等は備えていないが,実 質的に参事 と同様の地位にある者を表見

参事と解釈 しうることは当然の理である。農協は会社ほどに営利 を追求する

ものではないとはいえ,取 引の安全の面から言っても,組 合の参事 に関して

表見法理を適用 しない理由はない。さらに言えば,表 見参事 としての要件が

整わなかったとしても,取 引の相手方保護の観点か ら民法における表見代理

の規定の適用は考えうる23)。

なお,組 合の目的の範囲および参事の権限の問題にも関連する判決の後段

部分すなわち債務保証に関しては,現 行農協法上は10条1項2号 に掲げる事

業すなわち組合員の貯金 または定期積金の受入の事業を行 う組合について

は,同 条6項3号 において債務の保証または手形の引受の事業を行 うことが

できるので,定 款上に当該定めがあれば,目 的の範囲内の行為であると言い

うる24)。

六 その他の問題

(1)「 従たる事務所」の意義

農協においても,商 法上にいう支配人について,そ の包括的代理権の範囲の

確定 としての 「営業所」の意義が問題 となるように,「事務所」の意義は問題

となろう。すなわち,表 見参事が,表 見参事であるためには,「事務所」の登

記が必要か,単 に実態があればよいか,と いう問題である。 しか しなが ら,農

協 についてはこの点議論となった判例は見当た らず,ま た農協法上の事務所 と,

商法上の営業所とは,業 務の中心であるという意味で同様であ り,商 法上の議

論がそのまま妥当すると考える25)。

23)同 旨 ・大塚 ・前 掲 書(注10)233頁 。

24)後 段 に関 して は,大 塚正 民 「農 業協 同組合 の使 用 人が いわ ゆ る表 見参 事 にあ た る

とされ た事 例 一 准組 合 員 の債 務 に対 す る保 証 と農 業協 同組 合 の事 業 目的」 ジュ

リス ト587号(1975年5月15日)122頁 以 下参照 。
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(2)登 記との関連

商法14条 が参事の場合 に適用 されるか という問題であるが,農 協法41条 が,

商法40条 を準用 している限 り,当然に商法14条 も準用されると解すべ きであり,

農協参事をことさら商法上の支配人 と区別する必要はなかろう26)。

結びに代 えて

参事という地位が,組 合の経営管理機構 である理事(会)や 監督機構 である

監事 とは別に設けられた理由は,農 協が農民相互の 「助け合い」のための団体

であるという特殊性か ら,原 則 として理事 ・監事は農民である正組合員のみ就

任することができ,そ うであれば経営 という特殊専門的な知識に乏しい者のみ

での経営管理 ということにもなりかねない。そこで,参 事 とい う地位 に経営の

知識 を有する者 を広 く農民以外からも迎え入れることができるようにしたとい

う点にある27)。

しかし昨今は,農 協の経営機構の改革が進んでお り,理 事には原始農協法が

定数の4分 の1の 範囲で組合員以外からも就任できるとしていたのを3分 の1

に引き上げた上(30条10号),経 営管理委員会の設置をす る場合 には,理 事は

定数の全部が組合員以外で もよいこととなった(30条 の2)。 それゆえ,参 事

という地位の持つ意味は実務上小 さなものになってきた といいうるが28),そ

25)な お,中 小 企業 等協 同組 合法 に基 づ く信用 組合 におい て,登 記 のあ る 「従 た る事

務所 」 が,直 ち に 「従 た る事 務所 」 とはいえ ず,一 定 の範 囲内 にお いて主 た る事

務所 か ら離 れ て独 自に取 引 を行 うだ けの組 織 の実体 が必 要 であ る と した判 例(札

幌 高判 昭和42年2月28日 高民 集20巻1号100頁)や,「 従 た る事務 所」 と して登 記

を した場 合 に は,右 営業 所が 従 た る事 務所 の実 体 を有 して い な くて も,商 法14条

の類 推 適用 に よ り,当 該組 合 は右 の実 体 を有 しない こ とを もっ て善意 の 第三者 に

対抗 す るこ とが で きな い と した判 例(最 判 昭和43年10月17日 民 集22巻10号2204頁)

な どが あ る(大 塚 ・前掲 書(注(10))238頁 以 下参 照)。

26)前 掲 注10参 照。

27)前 掲 注7参 照。

28)近 年 出版 されて い る農 協 関連 の文 献(例 えば阿 部 ・前掲 書(注10))を み て も,

参事 に関す る記述 はな いか また は ご く少 ない。また 直接 関係 す るこ とで はな いが,
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の反面,理 論上実際上経営の専門家のみで運営 している会社においても執行役

員たる地位にとってかわ られつつあるとはいえ支配人たる地位が利用 されてい

ることや,ま た組合の常務理事の適任者を見つけることが必ず しも期待できな

いし,合 併等による経営のスリム化も含め農協の近代化傾向を見 るにつけ,全

くの無意味に帰す とは考えられない。むしろ,参 事 という,農 家 ・農民の相互

扶助組織たる農協の代表者的地位 としての理事 ・監事 に対する経営補助者たる

地位,ま たは経営管理委員会に対する専門経営者 としての理事の経営 ・業務執

行を補助する地位は,重 要性を帯びる可能性 も否定できない。すなわち,株 式

会社 において,取 締役ではないが経営に専属的に関与する地位 として執行役員

制度を任意に構築 し,法 制化 も検討されているように,理 事(と りわけ専務理

事)と は別個の地位 としての参事が,復 権す る可能性 もあるとは考えられない

であろうか29)。 また,経 営者支配 という観点か らは,農 協における経営者た

る理事や参事 も,地 元の実力者である組合長の意向が絶対であり,経 営権限は

実際には制約が多い といわれる30)。 しか し,経 営効率化のためには,専 門経

営者である理事および参事の権限を検討 し,場 合によっては強化することも考

えてよいのではなかろうか。そ ういった意味で,参 事たる地位に込め られた意

義を再検討 し,再 確認す ることは,あ ながち無駄なことではなかろう。

会社 と組合 とは理念上存立基盤が異なるものであ り,そ れぞれの経営組織に

隔たりがあることも否めず,ま た組合は原則 として営利 を追求するものではな

い。 しか し実際には組合 とて一定の利潤をすでに得かつ将来にわたって得るべ

きことは当然の理であ り,そ の意味で,組 合 と会社,ま た支配人 と参事を比較

商法 特 に株式 会社 法 につ き執 行役 員 の普及,執 行役 制度 執行 に向 けた議論 な どを

見 てい る と,商 法 にお け る支 配 人制度 の意 義が 小 さ くな りつ つ あ るこ と とパ ラ レ

ルに考 え る こ ともで きる。

29)む ろん,支 配人 で はな い執行 役 員制が 普及 してい る よ うに,参 事 とは別個 の地 位

を考 える こ と もで きる であ ろ う。 しか し,そ の ような動 きは農協 におい ては寡 聞

に して 知 らな い。

30)山 本 他 『協 同組 合 の コー ポ レー トが バ ナ ンス』(家 の光協 会,2000年)48頁 以下(吉

田忠 執筆 箇所)参 照 。
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し,農 協の経営組織の効率性向上 を図る方策を考えていかねばならない。他方,

商法の側面からも,現 在経営機構の刷新の議論が華やかに繰 り広げられている

ところであるが,組 合の経営組織 を参考にすべき面 も少な くないと思われる。

本稿が,多 少な りとも農協 における参事の地位の法解釈に貢献することを祈 り

つつ,本 稿を序論 と捉え,今 後 も農協をはじめとする協同組合の経営組織に関

する研究を深めたい と考 えている。

〈付 記 〉

浜松 医科 大 学助 教授(法 学 ・医事 法担 当),多 木 誠 一郎 氏(農 協 法 ・商 法専 攻)よ

り,農 協 参 事 に関す る貴 重 な ご意 見 をい ただ いた。 ここで 謝意 を表 して お きたい。


